
市
税
の
納
期
内
納
付
に

ご

協

力

を

　
市
税
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
使

わ
れ
る
貴
重
な
財
源
で
す
。
令
和
５
年

度
の
市
税
（
市
・
都
民
税
（
普
通
徴

収
）、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）、
国
民
健
康

保
険
税
（
普
通
徴
収
））
は
い
ず
れ
も

納
期
限
が
過
ぎ
ま
し
た
。
ま
だ
納
め
て

い
な
い
方
は
、
早
急
に
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。

　
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
督
促
状
が
発

送
さ
れ
る
ほ
か
、
延
滞
金
の
徴
収
、
差

し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
受
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
事
情
が
あ
っ
て
納

め
ら
れ
な
い
方
は
、
至
急
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　
収
納
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９

５
２
７

市
税
の
納
付
方
法

一

部

を

変

更

▽
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付

　
Ｆエ

フ

︱
Ｒレ

ジ

Ｅ
Ｇ
Ｉ
公
金
支
払
い
の
納
付

受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。
今
後
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
付
を
希
望
す
る
場

合
は
、
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

▽
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
に
よ

る
納
付

　
バ
ー
コ
ー
ド
読
み
取
り
で
の
納
付
受

付
は
、
３
月
３１
日
（
日
）
で
終
了
し
ま

す
。
４
月
１
日
（
月
）
以
降
に
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
か
ら
納
付
を
希

望
す
る
場
合
は
、
納
付
書
に
印
刷
さ
れ

た
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
（
ｅエ

ルＬ
︱

Ｑ
Ｒ
）
を
読
み
取
り
、
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
ＩＤ
１
０
５
０
４
１
）
を
ご
覧
に
な
る

か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
収
納
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９

５
２
６

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等 

価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金

（
こ
ど
も
加
算
と
住
民
税

均
等
割
の
み
課
税
世
帯
へ

の
給
付
）

▪
こ
ど
も
加
算

対　
象　
令
和
５
年
１２
月
１
日
時
点
で
小

平
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
令
和
５
年
度

住
民
税
非
課
税
世
帯
ま
た
は
住
民
税
均
等

割
の
み
課
税
世
帯
で
、
１８
歳
以
下
（
平
成

１７
年
４
月
２
日
生
ま
れ
以
降
）
の
児
童
を

扶
養
す
る
世
帯

支
給
額　
対
象
児
童
１
人
あ
た
り
５
万
円

※
同
一
児
童
に
つ
い
て
１
回
限
り
。

※
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
重

点
支
援
給
付
金
（
７
万
円
支
給
）
を
３
月

１
日
ま
で
に
受
給
し
た
住
民
税
非
課
税
世

帯
へ
は
、
３
月
２５
日
（
月
）
に
、
７
万
円

を
受
給
し
た
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。
３

月
２
日
以
降
に
受
給
し
た
世
帯
へ
は
、
順

次
振
り
込
み
ま
す
。
家
計
急
変
世
帯
と
し

て
７
万
円
を
受
給
し
た
世
帯
は
、
こ
ど
も

加
算
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

※
令
和
５
年
１２
月
２
日
以
降
に
出
生
し
た

新
生
児
、
別
世
帯
に
い
る
生
計
同
一
の
児

童
に
つ
い
て
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
申

請
書
な
ど
、
詳
し
く
は
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（
ＩＤ
１
１
０
８
３
３
）
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▪
令
和
５
年
度
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税

世
帯
へ
の
給
付

対　
象　
令
和
５
年
１２
月
１
日
時
点
で
小

平
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
世
帯
全
員
が

令
和
５
年
度
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
者

ま
た
は
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
者
お
よ

び
均
等
割
非
課
税
者
で
構
成
さ
れ
る
世
帯

支
給
額　
１
世
帯
あ
た
り
１０
万
円

※
１
世
帯
１
回
限
り
。

※
こ
ど
も
加
算
の
対
象
と
な
る
児
童
が
い

る
場
合
、
児
童
１
人
あ
た
り
５
万
円
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

※
申
請
は
４
月
中
旬
以
降
開
始
し
ま
す
。

申
請
方
法
な
ど
は
決
ま
り
し
だ
い
、
市
報

こ
だ
い
ら
や
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ＩＤ

１
１
０
６
６
４
）
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

︱
︱
共　
通
︱
︱

申
請
期
限　
８
月
３１
日（
土
）（
消
印
有
効
）

問
合
せ　
小
平
市
重
点
支
援
給
付
金
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
１
２
０
（
９
０
７
）
４

３
４
（
平
日
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
１５

分
）　障

が
い
者
虐
待
の
防
止

　
平
成
２４
年
１０
月
１
日
か
ら
、
障
害
者
虐

待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る

支
援
等
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
法
律
は
、
障
が
い
者
の
尊
厳

を
守
り
、
自
立
や
社
会
参
加
の
妨
げ
と
な

ら
な
い
よ
う
虐
待
を
禁
止
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
予
防
と
早
期
発
見
の
た
め
の
取

り
組
み
や
、
障
が
い
者
を
現
に
養
護
す
る

人
に
対
し
て
支
援
措
置
を
講
じ
る
こ
と
な

ど
を
定
め
た
も
の
で
す
。
対
象
は
、
養
護

者
に
よ
る
障
が
い
者
虐
待
、
障
が
い
者
福

祉
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
障
が
い
者
虐

待
、使
用
者
に
よ
る
障
が
い
者
虐
待
で
す
。

　
虐
待
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
障
が

い
者
を
発
見
し
た
人
に
は
、
市
町
村
等
へ

の
通
報
義
務
が
あ
り
ま
す
。
相
談
、
通
報

は
、
問
合
せ
先
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
障
が
い
者
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
４
２

自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
費
の

補

助

請

求

を

心
身
障
が
い
者

　
月
５０
㍑
を
限
度
と
し
て
、
１
㍑
に
つ
き

ガ
ソ
リ
ン
税
額
相
当
分
５４
円
を
補
助
し
ま

す
。

申
込
み　
４
月
１
日
（
月
）
か
ら
１０
日

（
水
）
ま
で
に
、
１
月
～
３
月
分
の
領
収

書
と
印
鑑
、
決
定
通
知
書
兼
受
給
者
カ
ー

ド
を
持
参
の
う
え
、
問
合
せ
先
（
健
康
福

祉
事
務
セ
ン
タ
ー
１
階
）、
東
部
・
西
部

出
張
所
へ

問
合
せ　
障
が
い
者
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
４
０
、
V

０４２
（
３
４
６
）
９
５

４
１福

祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
を
交
付

心
身
障
が
い
者

　
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
の
補
助
を
受

け
て
い
る
方
に
、
令
和
６
年
度
分
を
交
付

し
ま
す
。

申
込
み　
３
月
２２
日（
金
）か
ら
、印
鑑
、

身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
愛
の
手
帳
を
持

参
の
う
え
、
問
合
せ
先
（
健
康
福
祉
事
務

セ
ン
タ
ー
１
階
）、
東
部
・
西
部
出
張
所

へ※
券
の
色
は
、
４
月
１
日
（
月
）
か
ら
若

竹
色
に
変
わ
り
ま
す
。

※
水
色
の
令
和
５
年
度
分
が
使
え
る
の

は
、
３
月
３１
日
（
日
）
ま
で
で
す
。

※
利
用
券
の
裏
面
に
記
載
の
あ
る
タ
ク
シ

ー
会
社
で
の
み
利
用
で
き
ま
す
。

問
合
せ　
障
が
い
者
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
４
０
、
V

０４２
（
３
４
６
）
９
５

４
１東

村
山
税
務
署

定
額
減
税
説
明
会

定
額
減
税
説
明
会

　
令
和
６
年
度
税
制
改
正
の
大
綱
が
閣
議

決
定
さ
れ
、
令
和
６
年
分
の
所
得
税
に
つ

い
て
、
定
額
に
よ
る
所
得
税
額
の
特
別
控

除
（
定
額
減
税
）
を
実
施
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
今
後
、
関
係
す
る
税
制
改
正

法
案
が
成
立
し
た
場
合
に
は
、
令
和
６
年

６
月
か
ら
定
額
減
税
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
給
与
の
支
払
者
を
対
象
に
、
令
和
６
年

分
所
得
税
の
定
額
減
税
に
つ
い
て
説
明
し

ま
す
。

と　
き　
４
月
３０
日
（
火
）　
午
前
１０
時

～
１１
時
３０
分
、
午
後
１
時
３０
分
～
３
時

と
こ
ろ　
市
役
所
６
階
大
会
議
室

定　
員　
各
百
人

※
予
約
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

H
検
索　
国
税
庁

問
合
せ　
東
村
山
税
務
署
☎
０４２
（
３
９

４
）
６
８
１
１

審
議
会
な
ど
の
日
程

審
議
会
な
ど
の
日
程

▪
公
民
館
運
営
審
議
会

と　
き　
４
月
９
日
（
火
）　
午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
講
座
室
２

傍
聴
定
員　
５
人

申
込
み　
当
日
、
午
後
１
時
５０
分
か
ら
、

会
場
で
受
付
（
申
込
み
多
数
の
場
合
は
抽

選
）

問
合
せ　
中
央
公
民
館
☎
０４２
（
３
４
１
）

０
８
６
１

３
年
ご
と
の
評
価
替
え
に
あ
た
り

縦
覧・
閲
覧
制
度
の
活
用
を

固
定
資
産
税

　
令
和
６
年
度
は
、
市
内
の
土
地
・
家
屋

の
評
価
額
が
見
直
さ
れ
る
年
で
す
。

　
固
定
資
産
の
評
価
額
、
税
額
な
ど
の
確

認
に
、
縦
覧
・
閲
覧
制
度
を
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

▪
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　
ほ
か
の
土
地
や
家
屋
と
評
価
額
を
比
較

で
き
ま
す
。

対　
象　
令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
、
市

内
の
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
る
土

地
・
家
屋
の
所
有
者
ま
た
は
そ
の
関
係
者

※
関
係
者
と
は
、
所
有
者
と
同
一
世
帯
の

親
族
、
納
税
管
理
人
な
ど
で
す
。

持
ち
物　
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
な

ど
）、
委
任
状
（
代
理
人
の
場
合
）

※
相
続
人
の
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▪
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
自
己
の
資
産
や
借
地
・
借
家
の
評
価
額

な
ど
を
確
認
で
き
ま
す
。

対　
象　
▽
市
内
の
土
地
・
家
屋
・
償
却

資
産
の
所
有
者
ま
た
は
そ
の
関
係
者

▽
市
内
の
土
地
・
家
屋
を
有
料
で
借
り
て

い
る
方

※
関
係
者
と
は
、
所
有
者
と
同
一
世
帯
の

親
族
、
納
税
管
理
人
な
ど
で
す
。

持
ち
物　
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
な

ど
）、
委
任
状
（
代
理
人
の
場
合
）、
有
料

で
借
り
て
い
る
方
は
、
借
地
・
借
家
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
（
賃
貸
借

契
約
書
な
ど
）

※
１
件
２
百
５０
円
か
か
り
ま
す
。
縦
覧
期

間
中
、
所
有
者
ま
た
は
そ
の
関
係
者
は
無

料
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

※
相
続
人
の
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

︱
︱
共　
通
︱
︱

と　
き　
４
月
１
日
（
月
）
か
ら

※
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
は
、５
月
３１
日（
金
）

ま
で
で
す
。
平
日
は
午
後
５
時
ま
で
、
土

曜
日
は
午
後
０
時
１５
分
ま
で
で
す
。

と
こ
ろ　
税
務
課
（
市
役
所
２
階
）

問
合
せ　
税
務
課
▽
土
地
に
関
す
る
こ
と

…
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５
２
４

▽
家
屋
・
償
却
資
産
に
関
す
る
こ
と
…
☎

０４２
（
３
４
６
）
９
５
２
５

　当日の必要書類については、小平市ホームページ（ID106638、109430）をご覧ください。

予約締切
▷市民課（市役所１階）
①…実施日の３開庁日前の正午

▷東部・西部出張所　
①…実施日の３開庁日前の正午
②～④…実施日の２開庁日前の正午

▷市民課土曜窓口、平日夜間マイナンバー専用窓口
①…実施日の３開庁日前の正午
②～④…実施日の１開庁日前の正午

問合せ
小平市マイナンバーコールセンター☎️04２（346）9841

マイナンバーカード
ネット予約ができる手続きが拡大

予約方法
小平市マイナンバーカード交付窓口予約システム
（上図QRコード）または問合せ先へ

４月から 予約
受付中

マイナンバーカード
交付窓口予約システム

受付窓口
手続き 市民課（市役所 １階） 東部・西部出張所 市民課土曜窓口、平日夜間

マイナンバー専用窓口
①カード受け取り 予約可能

予約必要
（※ ２）

②電子証明書の更新・発行
予約不要（※ １）③暗証番号の再設定

④券面記載事項変更（※３）
※ １　直接窓口へお越しください。
※ ２　予約がない場合、窓口にお越しになっても受け付けはできません。
※ ３　券面記載事項の変更は、転入・転居などと同時に手続きをする場合は予約不要です。

③・④の予約は
「申請予約をする」から

令和６（２０２4）.3.２０ ２
人　口	 196,549人	 （２01人減）
	 男　96,180人	 （81人減）
	 女　100,369人	 （1２0人減）
世帯数	96,165世帯	 （87世帯減）

人口と世帯数
令和６年３月1日現在
かっこ内は前月比

◇防災行政無線の内容は専用ダイヤル　☎042（341）0793　　防災・防犯緊急メールマガジンでもお知らせします


